
2025年11月11日
第7回環境研究機関連絡会研究交流セミナー

サーキュラーエコノミー実現を目指す
リサイクル技術・評価指標の開発

（国研）産業技術総合研究所
サーキュラーテクノロジー実装研究センター/安全科学研究部門
小野恭子



2

目次

プラスチック資源循環に関する課題
ELV規則（案）

自動車関連業会の対応

求められる技術開発
資源循環促進のためのリサイクル技術、評価技術

産総研サーキュラーテクノロジー実装研究センターの紹介



3

プラスチックの資源循環・適正管理にむけた動き
プラスチック資源循環に関する課題

廃棄物の
適正処理

（消費者）プラ原料生産者
プラ製品製造事業者
プラ製品使用事業者

再生プラ製造事業者
廃棄物処理事業者

資源制約
資源獲得競争

2018年欧州
 プラスチック戦略
2023年 欧州 End-of-
 Life Vehicle (ELV)指令
の改正提案

生産・製造
消費・廃棄 中間処理 最終処分運搬・収集

規制・条約対応

プラスチックの資源循環・適正管理
地球温暖化

2018年環境省
プラスチック資源循環戦略
2022年環境省プラ新法
2023年経産省
成長志向型の資源自律経済戦略

マイクロ・ナノ
プラスチック

による海洋汚染防止

中長期の
GHG削減目標

小島直也（2025）に小野加筆

環境改善のみならず、資源確保の点からもプラスチックの管理が注目されてきた

2023年欧州
エコデザイン
規則案

廃棄物の越境禁止

再生プラスチックの循環利用に関する新たな課題が生じてきている
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欧州 ELV指令
プラスチック資源循環に関する課題

ELV（End-of-Life Vehicles、廃車）指令とは
・欧州で2000年に採択 Directive 2000/53/EC 
・廃車(＝使用済み⾞両)が、環境に配慮した⽅法で処理されることを保証するための
枠組み

・2023年、「ELV指令」と「自動車型式認証における再使用、再利用、再生の可能
性(3R)に関する指令」を1つにまとめ、規則（Regulation）化の提案

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/end-life-vehicles_en

2025年9月における改正案概要（8月欧州議会提出案）
自動車プラにおける
再生材使用割合

発効後 6年：15％、発効後 10年：25％

うちELV由来使用割合 15%
適用開始時期 2029年
再生材の定義 PCR（製品使用後に廃棄されるプラ）を基本とし、

PIR（製品製造段階に廃棄されるプラ）は最大50％まで。
バイオマスプラは含めない。

その他 PCR材にウレタンフォームはOK、エラストマーと熱硬化性樹脂は除外。
デジタル製品パスポートの導入。易解体設計の義務化。

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html 訳は小野による

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0158_EN.html
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自動車関連業会の対応
プラスチック資源循環に関する課題

https://www.jama.or.jp/operation/ecology/recycle/pdf/promote_use_of_recycled_materials.pdf

• 2024年、自動車向け再生プラスチック市場構築のための産官学コンソーシアムが
設立された。（とりまとめ：環境省）

技術課題：再生利用に耐えうる質の再生材が、安定して一定量確保できるか？

安全性に関する課題：再生材に含まれうる物質による健康影響は許容できる水準か？

ワーキンググループにおける、自動車工業会資料
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資源循環促進のためのリサイクル技術、評価技術
求められる技術開発

 廃プラスチックは、どこまで材料となり得るのか、
という視点で廃棄物処理を行うチャレンジ。

 再生材の質を、適切に把握、予測できる技術の
確立が必要。

 選別・リサイクル技術の求められる質と経済性に
応じたオプションが利用可能であることが重要。

 経済面から「適切に」選択していると説明できる
根拠が必要。

安全性に関する課題：含まれうる物質による
健康影響は許容できる水準か？

技術課題：再生利用に耐えうる質の再生材を
一定の量確保できるか？

 一般に、リサイクル製品を使用するということは
健康リスクが増加することを意味する。リスクが
どの程度増加するかを見積もることが重要。

 環境面から「許容できる」と説明できる根拠が必
要。

近赤外による
簡易樹脂判定

選別材料診断

物性予測
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産総研サーキュラーテクノロジー実装研究センター
求められる技術開発

資源循環の利用・評価技術およびこれらのシステム化を社会実装し、
サーキュラーエコノミー（循環経済）を実現

産総研Gを中核とする資源循環バリューチェーンを構築

社会実装

再
生
原
料

再
生
材
利
用
製
品

アルミニウム

プラスチック

高純度化・アップリサイクル

マテリアルリサイクル

ケミカルリサイクル

リサイクル技術
の最適化 製品設計選別技術の

最適化
再生原料の
最適化

指標構築・評価

自治体
回収業

建材 家電
自動車産業プラント

化学素材

分析機器

情報産業

リサイクラー
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産総研 実装研究センターの概要
（参考）

CCUS

エネルギー・環境・
資源制約への対応

人口減少・
高齢化社会への対応

レジリエントな
社会の実現

サーキュラーテクノロジー

ネイチャーポジティブ技術

次世代ものづくり

ウェルビーイング

セルフケア

レジリエントインフラ

新しい資源循環システム
⇒サーキュラーエコノミーを実現

CO2を削減、活用して未来の資源へ
⇒カーボンニュートラルを実現

自然資本の計測・評価・回復技術
⇒ネイチャーポジティブ社会を実現

次世代ものづくりシステム
⇒人口減少社会での労働生産性向上
心身負荷のモニタリング・軽減技術
⇒生産・就労現場の改善と生産性向上

セルフケアシステムの基盤技術
⇒超高齢化社会における健康寿命の延伸

インフラのスマート保全システム
⇒レジリエントな社会を実現

社会課題 実装研究センター

「エネルギー・環境・資源制約への対応」、「人口減少・高齢化社会への対応」、
「レジリエントな社会の実現」の3つの社会課題の解決に向けて、産総研の独自技術

を総合して取り組む組織として、7つの実装研究センターを2025年4月に設立
社会課題の解決
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